
資

業}

日
本
銀
行
券
増
減
原
因
分
析

昭
和
三
十
二
年
一
月

l
l三
月

日
本
銀
行
勘
定
に
依
る
日
本
銀
行
券
膨
脹
原
因
分
析

(ー)

は

し

が

き

日
本
銀
行
券
が
主
と
し
て
財
政
資
金
の
撒
布
超
過
と
、
市
中
金
融
機
関
の
貸
出
増
加
に
因
っ

て
流
出
し
、
預
貯
金
の
噌
加
に
よ
り
還
流
し
、
そ
の
差
額
が
膨
脹
傾
と
な
る
こ
と
は
云
う
ま
で

も
な
い
。
従
っ
て
例
え
ば
財
政
資
金
の
撒
布
超
過
に
よ
っ
て
十
、
市
中
金
融
機
関
の
資
金
供
給

に
よ
っ
て
十
流
出
し
、
そ
の
内
預
貯
金
と
な
っ
て
八
還
流
し
た
と
す
れ
ば
、
銀
行
券
の
膨
脹
は

十
ご
と
な
る
が
、
と
の
場
合
は
財
政
資
金
に
よ
っ
て
六
、
産
業
資
金
に
よ
っ
て
六
膨
脹
し
た
と

見
る
の
が
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。
乍
し
然
ら
右
の
如
き
関
係
計
数
の
内
市
中
金
融
機
関
の
資
金
供

給
額
、
預
貯
金
の
哨
減
額
訴
の
集
計
に
は
時
日
を
要
す
る
故
、
本
行
勘
定
の
哨
誠
に
よ
っ
て
銀

行
券
膨
脹
原
闘
の
分
析
を
す
る
の
も

一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
只
こ
の
方
法
に
よ
る
と
、
前
述
の

例
の
如、
8
場
合
、
財
政
資
金
の
撒
布
超
過
に
よ
っ
て
十
流
出
し
、
民
間
資
金
は
、
供
給
額
の
十

と
、
選
流
組
の
八
と
の
差
、
即
ち
こ
だ
け
膨
脹
し
た
と
云
う
帰
結
に
述
す
る
欠
点
が
あ
る
。
然

し
乍
ら
娘
行
券
が
、
本
行
の
如
何
な
る
勘
定
を
迎
し
て
膨
脹
し
た
か
、
換
言
す
れ
ば
政
府
に
対

す
る
信
用
拡
強
に
於
て
幾
何
、
民
間
に
対
ナ
る
信
用
供
与
に
於
て
幾
何
膨
脹
し
た
か
を
見
る
こ

と
は
、
本
行
の
営
業
政
策
上
樋
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
・
本
稿
は
こ
の
見
地
か
ら
木
行
勘
定

に
依
拠
し
て
銀
行
券
流
出
の
経
路
を
辿
り
、
更
に
そ
の
原
因
に
就
い
て
も
究
明
し
得
る
も
の
は

可
及
的
分
析
究
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

(=) 

一
月
中
の
銀
行
券
膨
脹
原
因
分
析

一
月
中
に
於
け
る
本
行
勘
定
の
増
減
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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金

其

他

預
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其

他

A
リ

凶
、
一
二
八
五

以
上
の
如
身
、
本
行
勘
定
の
噌
減
に
基
き
、
対
政
府
関
係
に
因
る
銀
行
券
の
流
出
額
を
見
る

(2) 

億
九
千
八
百
万
円
と
算
定
さ
れ
る
。

に
、
次
の
如
〈
六
十
四
億
四
千
四
百
万
円
と
た
り
、

一
方
対
民
間
関
係
に
閃
る
流
出
額
は

。
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五
七
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一
、
一
二
三
一

一
、
五
六
九

五
五
四

間
右
の
如
〈
対
政
府
と
の
取
引
に
於
て
六
十
四
億
四
千
四
百
万
円
の
流
出
と
な
っ
て
い
る
に

対
し
、
対
民
間
と
の
取
引
に
於
て
僅
か
一
億
九
千
八
百
万
円
の
流
出
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

月
中
政
府
の
復
興
金
融
金
庫
等
に
対
す
る
出
資
金
四
十
二
億
円
に
よ
り
、
木
行
の
一
般
貸
出

が
大
幅
に
収
縮
し
た
為
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
出
資
金
は
政
府
の
消
費
的
支
出
で
な
〈
、
産

業
資
金
で
あ
る
か
ら
、
政
府
の
財
政
的
支
出
の
為
の
通
貨
膨
脹
額
を
算
出
す
る
に
は
、
之
を

珪
引
き
、
更
に
預
金
部
の
収
支
に
於
け
る
対
民
間
関
係
支
払
超
過

一
億
四
百
万
円
を
控
除

し
、
次
に
本
行
の
農
林
中
央
金
庫
よ
り
の
食
糧
証
券
買
入
四
十
徳
門
中
政
府
民
上
米
代
金
の

立
替
払
い
と
見
倣
さ
れ
る
三
十
五
億
円
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
財
政
上
の
実

質
的
支
払
超
過
の
為
、
本
行
と
政
・
肘
と
の
取
引
に
於
て
流
出
し
た
銀
行
券
は
五
十
六
億
円
と

推
定
さ
れ
る
。

一
方
民
間
と
の
取
引
に
よ
る
流
出
額
一
億
九
千
八
百
万
円
に
就
い
て
は
預
金
・
部
の
対
民
間

支
払
超
過
額

一
億
四
百
万
円
と
、
復
興
金
融
金
庫
等
の
出
資
金
四
十
二
億
円
を
加
え
、
次
に

食
糧
証
券
買
入
中
政
府
資
金
と
見
た
一
一
一十
五
億
円
を
控
除
し
、
差
引
十
億
円
と
見
る
ベ
会
で

あ
ろ
う
。
(
安
斎
)

同

二
月
中
の
銀
行
券
膨
脹
原
因
分
析

ω
二
月
中
に
於
け
る
本
行
勘
定
の
増
減
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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ω
以
上
の
如
、
吉
本
行
勘
定
の
増
減
に
基
き
、
対
政
府
関
係
に
因
る
銀
行
券
流
出
額
と
、
対
民

間
関
係
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因
る
流
出
額
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算
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す
る
に
、
前
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十
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億
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資

事}

間
然
し
乍
ら
右
の
政
府
関
係
に
は
預
金
部
が
入
っ
て
居
り
預
金
部
の
収
支
中
に
は
郵
便
貯
金

等
純
然
た
る
民
間
関
係
と
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。

ζ
れ
が
六
億
五
千
三
百
万
円
の
支
払
超

過
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
い
績
を
政
・府
関
係
か
ら
除
き
、
民
間
関
係
に
加
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
又
農
林
中
央
金
庫
等
か
ら
買
入
れ
た
食
糧
証
券
等
質
入
超
過
分
三
十
三
倍
-
一
千
九

百
万
円
の
内
約
二
十
二
億
円
は
政
府
資
金
の
本
行
立
替
払
と
見
て
、
民
間
関
係
か
ら
除
き
、

政
府
関
係
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
と
き
二
月
中
に
於
け
る
通
貨
膨
脹
額
五
十
四

億
五
千
方
円
の
流
出
は
、
実
質
上
政
府
と
の
取
引
に
於
て
三
十
億
円
、
民
間
と
の
取
引
に
於

て
二
十
四
億
円
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

布
の
如
〈

一
月
に
比
し
対
政
・川
関
係
が
減
少
し
た
の
は
租
税
収
入
の
多
か
っ
た
に
反
し
、

終
戦
処
理
貨
の
撒
布
が
激
減
し
た
為
政
府
関
係
に
因
る
飢
行
持
の
流
出
が
、
主
と
し
て
供
米

代
金
程
度
に
止
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
従
っ
て
銀
行
券
脳
服
は

一
月
に
比
し
十
二
位
円
減
少

し
た
。
〈
安
-
X
M〉

三
月
中
の
銀
行
券
膨
脹
原
因
分
析

三
月
中
に
於
け
る
木
行
勘
定
の
哨
減
を
見
る
に
次
の
通
り
で
あ
る
。
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憾
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